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１ 公募の趣旨 

六ヶ所村（以下「村」という。）では、こども園の適正かつ効率的な行財政運

営と保育サービスの更なる充実を図るため、「六ヶ所村こども園民営化計画（令

和８年度～10 年度）」（令和８年２月策定）に基づき、保育所型認定こども園の

民営化を行うこととし、令和９年度から、同認定こども園の管理及び運営を行う

法人（以下「運営法人」という。）を募集いたします。 

 

 

２ 業務内容  

別紙１「六ヶ所村公私連携保育所型認定こども園運営に係る諸条件」によるも

のとします。 

 

 

３ 民営化施設の概要 

施設名   千歳平こども園 

所在地   六ヶ所村大字倉内字笹崎 289 番地３ 

敷地面積  1,778 ㎡ 

設置年度  平成 29 年４月１日 

（別紙２「千歳平こども園位置図及び平面図」を参照） 

 

 

４ 応募資格 

応募に当たっては、応募書類提出時において、次の条件をすべて満たすことが

必要となります。 

⑴ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 

(平成 18 年法律第 77 号。以下「認定こども園法」という。) 第 2 条第 6 項に

規定する認定こども園、同法第３条第１項又は第２項に規定する認可を受け

た幼稚園又は認可保育所を運営している法人・会社であること。 

⑵ 前号の各施設において、直近に実施された所管する関係機関が実施する監

査及び指導検査等において、改善命令を受けていないこと。 

⑶ 子ども・子育て関連事業に熱意と識見を有し、村の教育・保育行政に積極的

に協力できる法人であること。 
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⑷ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第 11 項の規定により、

指定管理者の指定の取消しを受けたことがないこと。 

⑸ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当し

ないこと。 

⑹ 会社更生法（平成 14 年法律 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）の規定により更生又は再生手続きをしていない法人であること。 

⑺ 法人の役員に、破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁錮以上の刑

に処せられている者がいないこと。 

⑻ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第２条第２号から第６号に該当するものでないこと。 

⑼ 令和６年度及び令和７年度において公租公課に未納がない法人であること。 

 

 

５ 募集及び選定のスケジュール 

⑴ 募集要項の公告           令和８年５月 22 日（金） 

⑵ 質問の受付             令和８年６月 １日（月） 

から 12 日（金）まで 

⑶ 質問への回答期限          令和 8 年６月 19 日（金） 

⑷ 応募書類提出期限          令和８年７月 22 日（水） 

⑸ 提案審査（プレゼンテーション）   令和８年８月 ５日（水） 

⑹ 運営候補者選定・選定結果の通知   令和８年 9 月 

⑺ 協定の締結及び公私連携法人の指定  令和８年９月 

⑻ 法人による運営開始         令和９年４月１日 

 

６ 応募に関する事項 

⑴ 提出する書類 

① 提出書類様式集の提出書類一覧表（様式２）の順番に整理し、ページ番号

を付番し、提出すること。 

② 項目ごとにインデックス付きの仕切りを入れ、インデックスに様式番号を

記載すること。 

③ 全体をファイル又はバインダー等に綴り、表紙と背表紙に「令和８年度六
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ヶ所村立千歳平こども園の民営化に伴う運営法人応募書類」及び法人名を記

載すること。 

④ 所定様式が定められているもの以外は、Ａ４縦サイズで、図面等Ａ４に収

まらないものは、Ａ４サイズに折りたたんで提出すること。 

⑤ 応募書類は 15 部作成し、１部を正本、14 部を副本（写し）として提出す

ること。なお、副本は正本のコピーで可とする（原本証明は不要）。 

⑥ 応募書類提出後は、応募書類の内容の修正や変更、追加はできない。 

⑦ 提出された応募書類は全て返却しない。 

 

⑵ 応募に係る費用負担 

応募に関して必要となる費用は、応募者の負担とする。 

 

⑶ 留意事項 

① 応募者は応募申込書の提出をもって本要項の記載事項を承諾したものと

みなす。 

② 応募者が提出する書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属する。ただし、

提案内容の公表その他、村が必要と認める場合には、村は、提出された書類

の全部又は一部を応募者の同意を得たうえで、無償で使用するものとする。

また、提出された書類は、六ヶ所村情報公開条例（平成 14 年六ヶ所村条例

第 126 号）の規定に基づき、情報公開の請求により開示することがある。 

③ 応募書類提出後に、追加資料を求める場合は応じること。 

④ 応募書類提出後に辞退する場合は、辞退届（様式７）を提出すること。 

 

 

７ 応募に関する事務手続 

⑴ 応募書類の配布 

① 配布方法 

村のホームページからのダウンロードによるほか、「11 問い合わせ先・提出

先」で配布する。 

② 配布期間 

令和８年５月 22 日（金）から７月 15 日（水）まで 

役場での配布は、土・日・祝日を除く午前８時 15 分から午後５時まで 
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⑵ 現地見学 

現場視察を希望する場合は、応募書類の配布期間中に申し出ること。 

 

⑶ 質問の受付 

① 受付期間 

令和８年６月１日（月）から６月 12 日（金）まで 

② 質問方法 

質問票（様式１）に質問内容を簡潔にまとめて入力し、電子メールに添付し、

こども支援課宛てに送信すること。質問は、電子メールでのみ受け付け、その

他の方法による質問は、原則として受け付けない。 

③ 質問への回答期限 

令和８年６月 19 日（金）までに村のホームページにおいて公表する。 

 

⑷ 応募書類の提出方法 

① 提出方法 

郵送または役場こども支援課へ持参すること。 

郵送の場合は、簡易書留での郵送とし、発送した旨電話連絡を行うこと。 

② 応募書類の提出期限 

令和８年７月 22 日（水）必着 

 

 

８ 選定及び審査に関する事項 

⑴ 選定について 

公募の趣旨に鑑み、事業計画及び提案内容等を総合的に審査し、優れた提案を

した者を運営候補者として選定する。 

選定に当たっては、有識者等により構成する「六ヶ所村公私連携保育所型認定

こども園運営法人選定委員会（以下「選定委員会」という。）」を設置し、その審

査結果を踏まえ、村長が運営候補者を決定する。 

 

⑵ 提案審査の実施 

① 応募者を対象として、令和８年８月５日（水）に、選定委員会による提案

審査を行う。 
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② 提案審査は、プレゼンテーション形式で行う。 

③ 提案審査には、３名以内で出席すること。提案審査を欠席した場合又は指

定された参集時刻までに参集していない場合は、当該者は提案審査を辞退し

たものとみなす。 

④ 提案審査実施の詳細については、応募者へ別途通知する。 

 

⑶ 審査について 

プレゼンテーション終了後に、選定委員会において、それぞれの事業計画を審

査項目（別紙３）に照らして採点の上、運営候補者を選定する。 

また、本募集の内容を達成できないと判断した場合は、運営候補者の選定を行

わない場合がある。 

 

⑷ 選定結果の公表 

すべての応募者へ文書で選定結果を通知するとともに、村のホームページに

おいて公表する。（令和８年９月予定）。 

 

 

９ 欠格事項（重要事項） 

次の要件に該当した応募者及び運営候補者は、応募書類の内容や審査結果等

にかかわらず不適とします。 

① 運営候補者の選定段階において、選定委員会の委員に対し、直接、間接を

問わず連絡を求め、又は接触した場合 

② 応募書類の内容に、重大な不備又は虚偽があったと認められる場合 

③ 応募書類を７⑷に定める提出方法以外の方法により提出した場合 

④ 応募書類が７⑷②に定める提出期限以降の日に到着した場合 

⑤ 応募資格の要件を満たさないこととなった場合 

⑥ その他村民の疑惑や不信を招くような行為をしたと村長が認める場合 

 

 

10 協定の締結及び公私連携法人の指定等  

運営候補者決定後の、協定の締結及び公私連携法人の指定は、次のとおり行い
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ます。  

 

⑴ 協定の締結  

運営候補者に決定された者と児童福祉法第 56条の８に規定する協定を締結す

る。協定に定める事項は次のとおりとする。  

なお、運営候補者が辞退した場合や不適と判断された場合は、村は次点者との

間で協定を締結することができる。 

 

協定に定める事項 

① 協定の目的となる認定こども園の名称及び所在地  

② 認定こども園における保育等に関する基本事項  

③ 村による必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項  

④ 協定の有効期間  

⑤ 協定に違反した場合の措置  

⑥ 協定の変更及び解除 

⑦ その他認定こども園の設置及び運営に関し必要な事項  

 

なお、期間満了の１年前までに、法人から申し出がない場合及び、締結期間内

において重大な事故や損失がなく、運営状況が適切で公私連携こども園の運営

継続に支障がないと村が認めた場合に限り、協定の更新ができるものとする。 

 

⑵ 公私連携保育法人等の指定  

協定締結後、運営候補者を児童福祉法第 56 条の８の公私連携保育法人等とし

て指定するものとする。  

 

⑶ 公私連携保育法人等の指定を行わない場合の補償  

運営候補者とした後、村との間で協定の締結を行わなかった場合又は、村が公

私連携保育法人等の指定を行わない場合であっても、運営候補者が本実施要項

にしたがって支出した費用等について、村は一切の補償の義務を負わないもの

とする。  
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⑷ 再委託の禁止  

法人は、認定こども園の設置・運営に係る業務について、一括して別法人に再

委託してはならない。 

 

 

11 問い合わせ先・提出先 

担 当   六ヶ所村 こども支援課 子育て支援グループ 

住 所   〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附 475 番地 

   六ヶ所村役場分庁舎２階 

電 話   0175-72-8145 

ＦＡＸ   0175-72-2243 

電子メール rks99073@rokkasho.jp 

村公式 HP  http://www.rokkasho.jp/ 

 


